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令和７年度における特定教育・保育施設および特定地域型保育事業の 

利用予定者数について 

 
１．特定教育・保育施設および特定地域型保育事業の「利用定員」の設定について 
利用定員とは、子ども・子育て支援新制度における施設・事業者が給付の対象となることの

確認を受ける際に設定が必要な定員のことで、施設ごとの過去の利用実績や今後の利用見込み
を踏まえた上で、認可定員※の範囲内で定める定員のことです。また、利用定員は施設の設置
者等からの確認申請に基づき米原市が定めることとなりますが、設定に際しては米原市子ど
も・子育て審議会での意見聴取を行うことが、子ども・子育て支援法第 31条第２項、第 43条
第２項に規定されています。 
※ 認可定員とは、施設の認可を受ける際に、その施設の設備および運営の基準を満たす定員を指します。本市内の施設に

おいて教育・保育施設は滋賀県が、地域型保育事業は米原市が認可を行います。 

 
 
 
 
 
令和７年度の利用定員の設定の変更について 
 令和７年度の利用定員の変更(増加・減少)については、次のとおりです。 

(１)幼稚園                                （単位：人） 
地区名 公私区分  区分 施設名 認可定員 利用定員 １号 ２号 ３号 増減 
山東 公立 廃止 山東幼稚園 245 0 

(110) 
0 

(110) 
－ 
 

－ 
 －110 

(２)保育所                                （単位：人） 
地区名 公私区分  区分 施設名 認可定員 利用定員 １号 ２号 ３号 増減 
山東 私立 変更 大原保育園 130 100 

(120) 
－ 
 

66 
(78) 

34 
(42) －20 

(３)認定こども園                            （単位：人） 
地区名 公私区分  区分 施設名 認可定員 利用定員 １号 ２号 ３号 増減 
山東 私立 変更 長岡学園 130 130 

(115) 
30 
(15) 

60 
(60) 

40 
(40) ＋15 

伊吹 公立 変更 いぶき認定 
こども園 180 180 

(180) 
45 
(60) 

93 
(78) 

42 
(42) ±0 

米原 公立 変更 かなん認定 
こども園 100 90 

(100) 
15 
(15) 

45 
(55) 

30 
(30) －10 

米原 公立 変更 まいばら認定
こども園 245 275 

(245) 
60 
(75) 

150 
(105) 

65 
(65) ＋30 

近江 公立 変更 おうみ認定 
こども園 450 395 

(400) 
60 

(110) 
225 

(180) 
110 

(110) －5 

(４)小規模保育事業所                          （単位：人） 
地区名 公私区分 区分 施設名 認可定員 利用定員 １号 ２号 ３号 増減 

近江 私立 変更 顔戸ハイジ 
保育園 19 12 

(19) 
－ 
 

－ 
 

12 
(19) －7 

合計 
地区名 公私区分 区分 施設名 認可定員 利用定員 １号 ２号 ３号 増減 

－ － －    － 1499 1182 
(1289) 

210 
(385) 

639 
(556) 

333 
(348) －107 

※ 認可定員、利用定員欄の上段は令和７年度、下段(括弧内)は令和６年度の定員を示しています。 

≪子ども・子育て支援法第 31 条の一部抜粋≫ 
２ 市町村長は、前項の規定により特定教育・保育施設の利用定員を定めようとするときは、
あらかじめ、第 72 条第１項の審議会その他の合議制の機関を設置している場合にあっては
その意見を、その他の場合にあっては子どもの保護者その他子ども・子育て支援に係る当事
者の意見を聴かなければならない。 

資料３ 
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２．令和７年度における特定教育・保育施設および特定地域型保育事業の利用予定者数 

 

現在の利用状況に基づく実績、見込みの状況（令和５～７年度）は次のとおりです。      

 

 

 

 

 

提供区域【米原市全体】 (単位 人)

１号認定子ども

(幼希望含む)

満３～５歳児 ３～５歳児 ０歳児 1・2歳児

①量の見込み 240 637 104 356 1,337

②確保の内容(実績) 415 724 94 371 1,604

③利用者数(実績) 195 687 87 347 1,316

差引(②ー③) 220 37 7 24 288

①量の見込み 240 607 119 350 1,316

②確保の内容(実績) 415 724 94 371 1,604

③利用者数(実績) 153 715 83 339 1,290

差引(②ー③) 262 9 11 32 314

①量の見込み 183 641 92 344 1,260

②確保の内容(計画値) 240 819 93 372 1,524

③利用者数(見込) 120 702 73 315 1,210

差引(②ー③) 120 117 20 57 314

年度 認定区分
２号認定子ども ３号認定子ども

計

R05

R06

R07

提供区域【山東・伊吹】 (単位 人)

１号認定子ども

(幼希望含む)

満３～５歳児 ３～５歳児 ０歳児 1・2歳児

①量の見込み 80 239 32 127 478

②確保の内容(実績) 200 252 26 127 605

③利用者数(実績) 76 245 27 98 446

差引(②ー③) 124 7 △ 1 29 159

①量の見込み 80 228 31 127 466

②確保の内容(実績) 200 252 26 127 605

③利用者数(実績) 53 244 31 110 438

差引(②ー③) 147 8 △ 5 17 167

①量の見込み 66 210 26 115 417

②確保の内容(計画値) 90 267 26 127 510

③利用者数(見込) 46 225 24 120 415

差引(②ー③) 44 42 2 7 95

R07

計
３号認定子ども２号認定子ども

R06

R05

年度 認定区分
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※ 令和５～６年度の「量の見込み」は、第２期米原市子ども・子育て支援事業計画第５章「２ 幼児期の教育・保育の量

の見込みと提供体制」のうち、中間見直し後の量の見込みの計画数を記載しています。 
※ 令和５～６年度の「確保の内容(実績)」は、実際に各年度に設定した利用定員の実績数を記載しています。 
※ 令和５～６年度の「利用者数(実績)」は、実際に各年度の３月１日に利用(在籍)されていた子どもの実績数を記載して

います。 
※ 令和７年度の「量の見込み」「確保の内容(計画値)」は、米原市こども計画 第５章こども・子育て支援事業計画の提

供体制の計画数を記載しています。 
※ 令和７年度の「利用者数(見込)」は、令和７年３月１日現在で集計した令和８年３月１日に利用(在籍)される子どもの

見込数を記載しています。 

 

 

３.特定教育・保育施設における待機児童発生者数の推移 

 

発生者数計 年齢児ごとの内訳 発生者数計 年齢児ごとの内訳

令和２年度
(実 績)

０人 ― ３人 ０歳児×３人

令和３年度
(実 績)

５人
０歳児×３人
２歳児×２人

９人
０歳児×５人
１歳児×２人

令和４年度
(実 績)

０人 ― ２人 ０歳児×２人

令和５年度
(実 績)

０人 ― ３人 ０歳児×３人

令和６年度
(実 績)

０人 ― 0人 ー

令和7年度
(見 込)

０人 ―

４月１日現在 10月１日現在

提供区域【近江・米原】 (単位 人)

１号認定子ども

(幼希望含む)

満３～５歳児 ３～５歳児 ０歳児 1・2歳児

①量の見込み 160 398 72 229 859

②確保の内容(実績) 215 472 68 244 999

③利用者数(実績) 119 442 60 249 870

差引(②ー③) 96 30 8 △ 5 129

①量の見込み 160 379 88 223 850

②確保の内容(実績) 215 472 68 244 999

③利用者数(実績) 100 471 52 229 852

差引(②ー③) 115 1 16 15 147

①量の見込み 117 431 66 229 843

②確保の内容(計画値) 150 552 67 245 1,014

③利用者数(見込) 74 477 49 195 795

差引(②ー③) 76 75 18 50 219

R07

３号認定子ども
計

R06

R05

年度 認定区分
２号認定子ども


